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１．概論

１

１．「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」 （ハーグ条約）
1980年10月25日にハーグ国際私法会議において採択され、1983年に発効。
本年7月現在、締約国は85か国（米、加、全てのEU加盟国等）に達し、G8諸国中、日本と

露のみが未締結（ただし、露は年内にも締結予定。） 。

２．条約の概要
本条約は、監護権の侵害を伴う国境を越えた子の移動について、そのような移動が子の

利益に反するとの考え、及び監護権の所在を決着させるための本案手続は移動前の常居
所地国で行われるべきであるとの考えに基づき、子を常居所地国に戻すための国際協力
の仕組み等を定めるもの。
 中央当局

申請を受けた国の中央当局が、子の所在特定、任意の返還、司法手続の開始等を援助。

 返還命令に関する原則と例外

○原則 ：常居所地を有していた国に子を返還する。

○例外 ：子の返還により子が身体的又は精神的な害を受ける、子自身が返還を拒否、

連れ去りから一年以上経過し子が新しい環境に適応している等の場合は返還拒否でき
る。
○主要締約国の司法判断において、返還命令と返還拒否の割合は、およそ６対４（2008
年事務局統計資料）。

 返還命令の判断の主体

子が現在する国の司法当局又は行政当局

(日本への連れ帰り事案については、日本の裁判所が判断。) １



２．条約の主な規定
１．条約の適用対象

①監護の権利の侵害を伴う、②16歳未満の子の、③国境を越えた移動

２．不法に子を連れ去られた者は、中央当局*に対し、子の返還のための申請を行うことができる。

（*：子の常居所の中央当局又は他の締約国の中央当局。）

３．中央当局は、次のことのため、全ての適当な措置をとる。
(1) 子の所在の特定（７条ａ）

(2) 子に対する更なる害の防止（７条ｂ）

(3) 任意の返還又は問題の友好的解決の促進（７条ｃ）

(4) 司法上の手続開始のための便宜の供与（７条ｆ）

(5) 子の安全な返還の確保（７条ｈ）

４．締約国は、次のような場合を除いて、返還命令を出す。
(1) 連れ去りから一年以上経過し、子が新たな環境に適応している場合（12条）

(2) 申請者が監護の権利を現実に行使していなかった場合（13条1a）

(3)申請者が事前の同意又は事後の黙認をしていた場合（13条1a）

(4)返還により子が身体的若しくは精神的な害を受け、又は他の耐え難い状態に置かれることとなる重大な危険がある場合（13条1b）

(5) 子が返還を拒み、当該子が意見を考慮するに十分な年齢・成熟度に達している場合（13条2）

(6)要請を受けた国の人権及び基本的自由の保護に関する基本原則により認められない場合（20条）

５．その他の主な規定

(1) 締約国の司法当局は迅速な返還手続を行う。６週間以内に決定できない場合は遅延理由を明らかにする。（11条）

(2) 監護の権利に関する判断の禁止（子が現に所在する国の裁判所は、監護の権利の本案についての決定をしない）。（16条）

(3) 中央当局は、接触の権利の行使を確保するため適当な措置をとる。（21条）

２



４．司法当局における
返還可否の判断

３．返還申請を受けた後の主な流れ

１．申請書類の審査

２．子の所在の特定

３．任意の返還・問題の
友好的解決の促進

中
央
当
局

・審査の結果、中央当局が却下する場
合あり。

・事案の性質に応じ、子に対する更な
る害の防止措置等をとる。

・当事者間の合意に基づき、子の任意の
返還が確保される場合あり。

・当事者間で解決できない場合、中央当
局は、司法手続の開始支援等を行う。

返還命令 返還拒否

５．子の安全な返還

裁
判
所

【子が現に所在する国（日本）における手続】

３

A国人親

国
の
中
央
当
局
に
お
け
る
手
続

外務省、
法務省、
総務省、
文科省、
厚労省、
警察庁、
地方自治体

等

日本人
親

A

申
請

申請

申請の転送

連
絡
・

調
整

連絡・調整

連絡・調整

連絡・調整

子の所在特定のための
情報提供・その他協力

任意の返還・当事者
間での解決の慫慂
（情報提供）

連絡・調整

中
央
当
局

連絡・調整



４．事務局統計資料１ （返還申請の結果）

２００８年 ２００３年 １９９９年

申請の却下
５％

（８６件）

６％

（７６件）
１１％

任意の返還
１９％

（３６６件）

２２％

（２６７件）
１８％

司法判断による

返還命令

（同意あり）

７％

（１２４件）

９％

（１１３件）

３２％
司法判断による

返還命令

（同意なし）

１５％

（２８１件）

２０％

（２４８件）

司法判断による

返還命令

（同意の有無不明）

５％

（１０３件）

司法判断による

返還拒否

１５％

（２８６件）

１３％

（１５７件）
１１％

司法判断による

面会交流命令

２％

（４１件）

３％

（３８件）
――

合意による

面会交流

１％

（２１件）

未決 ８％

（１５４件）

９％

（１１３件）

９％

申請取り下げ １８％

（３３８件）

１５％

（１８０件）

１４％

その他 ５％

（１０３件）

４％

（４９件）

４％

計 １００％

（１９０３件）

１００％

（１２４１件）

２００８年の返還申請については、全ての申請（１９０３件）のうち司法判断に至ったもの（返還命令、返還拒否、面会交流命令）は８３５
件で全体の４９％。
また、これら司法判断に至ったものの内訳は、返還命令が６１％（５０８件）、返還拒否が３４％（２８６件）、面会交流命令が５％（４１件）。

（2008年ハーグ国際私法会議事務局統計資料）
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返還命令 返還拒否

加 88％（29件） 12％（4件）

英

（England&Wales）
86％（93件） 14％（15件）

スイス 80％（4件） 20％（1件）

米 77％（68件） 23％（20件）

豪 64％（28件） 36％（16件）

イスラエル 60％（6件） 40％（4件）

独 56％（28件） 44％（22件）

仏 52％（13件） 48％（12件）

伊 50％（11件） 50％（11件）

メキシコ 48％（31件） 52％（34件）

西 44％（12件） 56％（15件）

２００８年 ２００３年 １９９９年

任意の返還の場合 １２１日 ９８日 ８４日

返還命令の場合 １６６日 １２５日 １０７日

返還拒否の場合 ２８６日 ２２３日 １４７日

５．事務局統計資料２ （返還手続関係）
（１）主要国において司法判断に至ったものの返還命令・返還拒否の割合 （国別）

（※ 司法判断に至ったもののうち、面会交流の命令が出た件数を除いた割合）

（２）返還に係る当事者間の合意又は返還可否に係る司法判断に至るまでに要する平均期間

上記統計結果は、 ２００８年は２００３年と比べ、全ての場合において結果が出るまでに要する日数が大幅に増えていること
を示している。
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６．締約国一覧 （平成２３年７月現在８５か国）

アジア

中国

※香港、マカオのみ

シンガポール

スリランカ

タイ

大洋州
オーストラリア
フィジー
ニュージーランド

北米
カナダ
米国

中南米
アルゼンチン
バハマ
ベリーズ
ブラジル
チリ
コロンビア
コスタリカ
ドミニカ共和国
エクアドル
エルサルバドル
グアテマラ
ホンジュラス
メキシコ
ニカラグア
パナマ
パラグアイ
ペルー
ｾﾝﾄｸﾘｽﾄﾌｧｰ･ﾈｰﾋﾞｽ
トリニダード・トバゴ
ウルグアイ
ベネズエラ

欧州
アルバニア
アルメニア
アンドラ
オーストリア
ベラルーシ
ベルギー
ﾎﾞｽﾆｱ･ﾍﾙﾂｪｺﾞﾋﾞﾅ
ブルガリア
クロアチア
キプロス
チェコ
デンマーク
エストニア
フィンランド
フランス
グルジア
ドイツ
ギリシャ
ハンガリー
アイスランド
アイルランド
イタリア
ラトビア
リトアニア

ルクセンブルグ
マルタ
モルドバ
モナコ
モンテネグロ
オランダ
ノルウェー
ポーランド
ポルトガル
ルーマニア
サンマリノ
セルビア
スロバキア
スロベニア
スペイン
スウェーデン
スイス
マケドニア
トルクメニスタ
ン
ウクライナ
英国
ウズベキスタン

中東
イスラエル
トルコ

アフリカ
ブルキナファソ
ガボン
モーリシャス
モロッコ
セイシェル
南アフリカ
ジンバブエ

６


